
                  

宗
教
法
人
浄
光
院
永
代
供
養
墓
規
約 

                                                                                      

平
成
十
八
年
二
月
一
日 

 

第
一
条
（目
的
）  

  

宗
教
法
人
浄
光
院
は
後
継
者
の
な
い
檀
信
徒
の
菩
提
を
末
永
く
安
ら
か
に
弔
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
一
代
一
定
期
間
の
み
使
用
し
う
る
永
代
供
養

墓
を
建
立
す
る
。
ま
た
、
申
込
者
の
死
後
に
は
継
承
者
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
浄
光
院
住
職
が
責
任
を
持
っ
て
遺
骨
の
管
理
を
行
い
、
浄
光
院
の
存

続
す
る
限
り
供
養
を
執
り
行
う
。 

 

第
二
条
（名
称
及
び
事
務
所
） 

  

浄
光
院
が
付
設
す
る
集
合
納
骨
施
設
名
称
は
、
浄
光
院
永
代
供
養
墓
「釈
迦
殿
」（し
ゃ
か
で
ん
）と
し
、
事
務
所
は
、
千
葉
県
市
川
市
中
山
三
ノ
十
ノ

四
浄
光
院
内
に
設
置
す
る
。  

 

第
三
条
（管
理
運
営
） 

  

当
墓
の
管
理
運
営
主
体
は
宗
教
法
人
浄
光
院
と
し
、
管
理
責
任
者
は
代
表
役
員
（浄
光
院
住
職
）と
す
る
。  

 

第
四
条
（利
用
資
格
）  

  

当
墓
を
利
用
で
き
る
の
は
次
の
希
望
者
と
す
る
。 

  

（一
）浄
光
院
檀
信
徒 

  

（二
）一
般
希
望
者
（仏
教
信
者
で
あ
れ
ば
以
前
の
宗
派
は
不
問
と
す
る
。
た
だ
し
、
申
込
後
は
浄
光
院
の
宗
旨
に
帰
依
す
る
こ
と
）  

 

第
五
条
（申
込
及
び
供
養
料
） 

  

利
用
は
、
生
前
申
込
み
、
遺
骨
受
け
入
れ
の
い
ず
れ
も
可
と
す
る
。
ま
た
供
養
料
等
は
以
下
の
通
り
と
す
る
。 

  

（一
）永
代
供
養
料
は
金
七
拾
万
円
以
上
と
す
る
。 

  

（二
）永
代
供
養
料
に
は
墓
誌
刻
字
費
の
み
含
ま
れ
る
。 

  

（三
）契
約
後
事
情
に
よ
り
契
約
を
解
除
し
て
も
、
永
代
供
養
料
等
の
費
用
は
返
還
し
な
い
。 

  

（四
）申
込
者
は
生
前
中
の
み
浄
光
院
護
持
会
に
会
費
（年
額
一
万
二
千
円
）を
納
入
す
る
。  

 

第
六
条
（供
養
な
ど
） 

  

当
墓
の
運
営
・供
養
規
定
は
以
下
の
と
お
り
と
す
る
。 

  

（一
）遺
骨
は
十
三
回
忌
ま
で
専
用
棚
に
安
置
し
、
以
降
は
合
葬
墓
に
て
合
同
供
養
す
る
。 

                        

＊
十
三
回
忌
以
降
も
個
別
供
養
を
希
望
す
る
場
合
は
相
談
の
上
決
定
す
る
。 

  

（二
）永
代
供
養
の
開
始
は
、
申
込
者
死
亡
後
（夫
婦
の
場
合
は
共
に
死
亡
後
）か
ら
と
し
、
永
代
供
養
の
期
間
は
、
浄
光
院
が
存
続
す
る
限
り
、
永
久

に
継
続
さ
れ
執
り
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

  

（三
）申
込
者
は
永
代
供
養
帳
に
記
載
さ
れ
本
規
約
受
諾
書
と
領
収
書
を
受
領
す
る
。 

  

（四
）遺
骨
な
ど
は
一
切
返
還
し
な
い
。 

  

（五
）現
存
す
る
墓
石
並
び
に
墓
地
の
整
理
は
申
込
者
が
行
う
。  

  

（六
）動
物
の
焼
骨
な
ど
人
骨
以
外
は
納
骨
で
き
な
い
。 

  

（七
）供
養
墓
は
貸
与
す
る
も
の
で
あ
り
、
申
込
者
は
供
養
墓
を
第
三
者
に
譲
渡
ま
た
は
転
貸
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。  

  

（八
）申
込
者
の
意
志
を
尊
重
し
、
申
込
者
の
事
前
申
告
を
除
き
、
申
込
者
死
亡
後
は
申
込
者
以
外
の
い
か
な
る
要
求
も
一
切
受
け
入
な
い
。 

  

（九
）申
込
者
は
永
代
供
養
檀
家
と
し
て
お
寺
の
行
事
に
参
加
で
き
る
（参
加
は
自
由
） 

  

（十
）当
墓
に
は
管
理
責
任
者
の
許
可
無
く
遺
骨
な
ど
の
設
置
は
で
き
な
い
。 

  

（十
一
）本
規
約
は
浄
光
院
住
職
の
判
断
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
。 

  

（十
二
）そ
の
他
、
申
込
者
は
浄
光
院
住
職
の
判
断
に
従
う
。 

 

千
葉
県
市
川
市
中
山
三
ノ
十
ノ
四 

宗
教
法
人
浄
光
院 

住
職 

緑
谷
一
雄 

 


